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 個人に付する「個人番号」（マイナンバー） 

  

付番 

変更 

 市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、個人番号を指定し、その者に対し、当該個人番号を通知
カードにより通知しなければならない。（第7条第1項） 

 ※対象者は住民票コードが住民票に記載されている日本の国籍を有する者、中長期在留者、特別永住者等の外国人。 
 ※所管は総務省、市町村の事務は法定受託事務。 
 ※個人番号の桁数は、１２桁を予定。 

 市町村長は、個人番号が漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められるときは、請求又は職権により、従前の個人番
号に代えて、新たな個人番号を指定し、通知カードにより通知しなければならない。（第7条第2項） 

付番 

変更・通知、 
検索及び閲覧 

 法人番号は変更不可 

 国税庁長官は、付番した法人番号を当該法人等に書面により通知 

 法人番号は官民を問わず様々な用途で利活用 

 ※法人等の基本３情報（商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号）の検索・閲覧可能なサービスを 

  ホームページ等で提供。ただし、人格のない社団の場合は、予め同意のある場合のみ。 

番号生成機関 

 市町村長は、個人番号を指定するときは、あらかじめ地方公共団体情報システム機構に対し、指定しようとする者に係る住
民票コードを通知し、個人番号とすべき番号の生成を求める。（第8条第1項） 

 地方公共団体情報システム機構は、①他のいずれの個人番号とも異なり、②住民票コードを変換して得られるものであり、
③住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでない番号を生成し、市町村長に通知する。（第8条第2項） 

 国税庁長官は、法人等に対して、法人番号を指定し、通知する。（第58条第1項） 

 ※所管は国税庁。 

 ※法人番号の桁数は、１３桁を予定。 

 国税庁長官は、法人番号指定のため、法務大臣に対し、会社法人等番号の提供を求めることができる。（第60条） 

 法人番号の付番対象（第58条第1項、第2項） 

      ① 国の機関及び地方公共団体  ② 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人  

      ③ ①②以外の法人又は人格のない社団等で、税法上、給与等の支払をする事務所の開設等の届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法 
          人となった旨の届出書、収益事業開始の届出書を提出することとされているものなど、一定の要件に該当するもの 
      ④ ①～③以外の法人又は人格のない社団等であって、政令で定める一定の要件に該当するもので、国税庁長官に届け出たもの 

 法人等に付する「法人番号」 

個人番号・法人番号の付番 
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 2017年１月より、 
 国の機関間の 
 連携から開始し、 
 2017年７月を目途に、 
 地方公共団体等との 
 連携についても開始 

 

総合運用テスト 

システム 
要件定義・調達 

2016年 
(H28年) 

2013年 
(H25年) 

2014年 
(H26年) 

2015年 
(H27年) 

制度構築 

  
設計 
  

広 報 

システム 
構築 

順次、個人番号の利用開始 
 【2016年１月から利用する手続のイメージ】 
  ○社会保障分野 
   ・年金に関する相談・照会 
  ○税分野 
   ・申告書、法定調書等への記載 
  ○災害対策分野 
   ・被災者台帳の作成 

開発・単体テスト 

委員 
国会同意 

2017年 
(H29年) 

工程管理支援業務 

委員 
国会同意 

番号制度に関する周知・広報 

特定個人情報保護評価 
指針の作成 特定個人情報保護評価書の受付・承認等 

委員会規則の制定 

個人番号カードの交付 

個人情報 
保護 

政省令等の整備 
 
 

別表第一、別表第二の 
事務、情報を定める 
主務省令の制定 

平

成

二

十

五

年

五

月

三

十

一

日 

番

号

関

連

四

法

公

布 

委員 
国会同意 

特定個人情報の取扱いに関する監視・監督 

情報提供ネットワークシステム等の監査 

法
人
番
号
の 

 

通
知
・公
表 

申告書・法定調書等への法人番号の記載 

(10月) 

特

定

個

人

情

報

保

護 

委

員

会

設

置 

（
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
） 

調査研究 

個
人
番
号
の
通
知 

平

成

二

十

五

年

五

月

二

十

四

日 

番

号

関

連

四

法

成

立 

情報提供ネットワークシステム、 
マイ・ポータルの運用開始 

社会保障・税番号制度導入のロードマップ（案） 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート



